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韓国

養子の種別

【普通養子】
・成年，未成年いず
れを養子とすること
も可
・非断絶型
・未成年者を養子と
する場合，原則とし
て家庭裁判所の許
可が必要

【特別養子】
・原則として６歳未満
の者のみ養子とする
ことができる。
・断絶型
・家裁の審判が必要

【成年養子】
・非断絶型
・倫理的に正当な場
合可

【未成年養子】
・断絶型

【単純養子】
・非断絶型

【完全養子】
・断絶型

【成年養子】
・非断絶型（単純養
子）のみ

【未成年養子】
・養子となる者は18
歳未満
・児童裁判所の許可
を要する
・非断絶型（単純養
子），断絶型（完全養
子）を選択

【成年養子】
・非断絶型

【未成年養子】
・原則型：断絶型（要
件厳格）
・特別型：非断絶型

【未成年養子】
・成年養子はない。
・断絶型

【成年養子】

【未成年養子】

・いずれも基本的に
断絶型

【普通養子】
・非断絶型

【親養子】
・断絶型

【入養特例法による
養子】
・断絶型
・養親に養子の扶養
に必要な財産がある
こと，養親は事前に
所定の教育を受け
なければならないこ
となど養親となる資
格要件が定められ
ている。

成立方式

【普通養子】
・契約型
・国家宣言型（未成
年養子のうち，自己
又は配偶者の直系
卑属を養子にする場
合を除き，家庭裁判
所の許可必要）

【特別養子】
・国家宣言型（家庭
裁判所の審判）

【成年養子】
・国家宣言型

【未成年養子】
・国家宣言型

【単純養子】
・契約型（養子が13
歳以上の場合）
・国家宣言型（養子
が13歳未満の場合。
大審裁判所の判決）

【完全養子】
・国家宣言型（大審
裁判所の判決）

【成年養子】
・契約＋国家宣言型
（民事裁判所にて当
事者の合意に基づく
縁組行為の承認を
受ける）

【未成年養子】
・国家宣言型（児童
裁判所の宣告）

【成年養子】
・契約＋国家宣言型
（地方裁判所が合意
の表明に基づき決
定）

【未成年養子】
・国家宣言型
・原則型
　未成年裁判所が，
①遺棄状態の確認，
②養子可能宣言，③
試験養育委託，④養
子縁組宣言の４段
階の決定をする
・特別型
　未成年者裁判所の
決定

・国家宣言型（裁判
所の養子決定）

・国家宣言型（裁判
所の判決）

【普通養子】
・契約型
・国家宣言型（被後
見人との縁組の場
合，家庭法院の許可
必要）

【親養子】
・国家宣言型（家庭
法院の審判）

【入養特例法による
養子】
・国家宣言型（家庭
法院の許可）

養子となる者の年齢

【普通養子】
・制限なし

【特別養子】
・原則：６歳未満
・例外：６歳に達する
前から養親となる者
に監護されていた場
合は８歳未満

・未成年か成年かの
区別のみ。その他の
年齢制限はなし。

【単純養子】
・制限なし
・年齢差制限あり
（原則として15歳）

【完全養子】
・原則：１５歳未満
・例外：２０歳以下（１
５歳に達する前から
養親の家庭に受け
入れられていた子又
は養親の単純養子
であった子について
は，１８歳に達した
後２年間は縁組の
申立てが可。）

【単純養子】
・制限なし

【完全養子】
・申請時に18歳未満

【成年養子】
・18歳（成年年齢が
18歳）

【未成年養子】
・18歳未満

・18歳未満（養子決
定時に19歳未満）

・制限なし

【普通養子】
・制限なし

【親養子】
・未成年（１９歳で成
年）

【入養特例法による
養子】
・１８歳未満

養親となる者の年齢
（下限）

【普通養子】
・20歳

【特別養子】
・原則：25歳
・例外：夫婦の一方
が25歳に達している
ときは，他方は20歳
でも可

・原則：25歳
・例外：
①配偶者の子を養
子にするときは21歳
②夫婦共同縁組に
おいて，一方が25歳
に達しているとき
は，他方は21歳でも
可

【単純養子・完全養
子】
・原則：28歳
・例外：連れ子養子
（単独縁組）の場合
は制限なし。

【単純養子・完全養
子】
・25歳

【成年養子】
・35歳

【未成年養子】
・原則：18歳
・例外：未成年者裁
判所の判断

・原則：21歳
・例外：子の実親で
ある場合は18歳

・原則：成人（18歳以
上）
・例外：自己又は配
偶者の実子を養子と
する場合には未成
年でも可

【普通養子】19歳

【親養子】
・原則：21歳※
・例外：配偶者の実
子を養子とする場合
には19歳※

【入養特例法による
養子】
・25歳

※直接の規定はな
く，婚姻期間による
制限が設けられてい
る（３年以上婚姻を
継続している夫婦。
ただし，夫婦の一方
配偶者の子につい
ては１年以上の婚姻
期間で可）。韓国の
婚姻開始年齢は１８
歳。

養親となる者の年齢
（上限）

制限なし 制限なし 制限なし 制限なし 制限なし 制限なし 制限なし

【入養特例法による
養子】
・養親となる者が韓
国国民でない場合
は原則として45歳未
満

養親と養子の年齢差

【普通養子】
・制限なし。ただし，
年長者養子禁止。

【特別養子】
・制限なし（少なくと
も，原則１４歳，例外
１２歳の差が生じる）

制限なし

・原則：15歳以上
・例外：配偶者の子
を養子にする場合は
10歳以上
・裁判所は，正当な
理由がある場合に
は，年齢差要件を満
たさない場合であっ
ても縁組を成立させ
ることができる。

原則：15歳以上
例外：養子が配偶
者，同棲カップル（同
性含む）等の子又は
養子である場合，10
歳で可

【成年養子】
18歳以上

【未成年養子原則
型】
18歳以上45歳以内
（例外あり）

【未成年養子特別
型】
45歳以内の場合と
18歳以上45歳以内
の場合

制限なし
※実務上は，子との
年齢差を45歳くらい
までと考慮してい
る。

制限なし。ただし，年
長者養子禁止。ま
た，配偶者，兄弟姉
妹，おじおばを養子
とすることはできな
い。

【普通養子】
・制限なし。ただし，
年長者養子禁止。

【親養子】
・制限なし

【入養特例法による
養子】
・養親となる者が韓
国国民である場合
は年齢差60歳以内。
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実親の同意の要否

【普通養子】
・不要（子が15歳未
満の場合は，法定代
理人が代諾）

【特別養子】
・原則：必要

・原則：必要

※同意と同時に親
の配慮（親権）は停
止し，子との人的交
流の権利は行使す
ることができなくな
る。少年局が後見人
になる。

【単純養子・完全養
子】
・原則：必要

【成年養子】
・原則：不要
・例外：禁治産者等
を養子にするときは
必要

【未成年養子】
・原則：必要

【成年養子】
・必要

【未成年養子原則
型】
・不要

【未成年養子特別
型】
・原則：必要

・原則：必要
・原則：必要

【普通養子】
・成年養子：不要
・未成年養子：15歳
未満の場合には法
定代理人による代
諾

【親養子】
・必要

【入養特例法による
養子】
・原則：必要

母の同意の時期の制
限

・制限なし
・子の出生後８週経
過後

（不明）
・子の出生後2か月
経過後

・制限なし
・子の出生後６週経
過後

・子の出生後４日経
過後

【入養特例法による
養子】
・子の出生から１週
経過後

同意の撤回
【特別養子】
・養子縁組成立審判
確定後は撤回不可

・公正証書を作成し
て家庭裁判所に行う
同意は撤回不可

【単純養子・完全養
子】
・同意の撤回は，同
意を受けた者又は
児童社会援助機関
に対して配達証明付
書留郵便でされなけ
ればならない。
・同意してから２か
月経過後は撤回不
可。
・ただし，同意してか
ら２か月経過後も，
養子縁組のための
託置がされていない
場合には，父母は，
裁判所に対し，子の
返還を求めることが
でき，これが認めら
れた場合には同意
は失効する。

・判決言渡後又は司
法手続の申請から６
か月が経過した後
は撤回不可。

【成年養子・未成年
養子特別型】
・判決言渡後は撤回
不可

【未成年養子原則
型】
・養子可能状態の宣
言の確定後は撤回
不可

・養子決定申立後は
同意撤回不可（ただ
し，養子決定手続中
も裁判所の許可を得
れば撤回可）

・撤回不可

【普通養子】
・縁組届受理後不可

【親養子】
・養子縁組成立審判
確定後は撤回不可

【入養特例法による
養子】
・家庭法院の養子縁
組許可がされた後
は撤回不可

【成年養子】
・規定なし

【未成年養子特別
型】
・実親が禁治産又は
無能力のために同
意をすることができ
ないとき同意不要

・実親，親責任を有
する者及び子の後
見人が見付からない
場合において，子の
福祉を図る必要があ
ると判断されるとき
は同意不要

・養子縁組が申し立
てられた後に，同意
権者に通知又は公
告がされた場合に，
一定期間内に応答
がないときは同意不
要。
・以下のいずれかの
場合，裁判所によっ
て親の同意を不要と
する判決がされる。
①既に子の監護を
行っている者が養子
縁組を申し立てた場
合に，㋐子が１８歳
以上であるとき又は
㋑実親が親としての
責任を果たす能力
と，養親志望者が親
としての責任を果た
す能力を考慮した上
で，同意不要とする
ことが子の最善の利
益に資すると判断さ
れるとき
②州の子ども家庭
局又は養子斡旋機
関の申立てにより，
実親が親としての責
任を果たす能力及
び養子縁組計画を
考慮して，親の同意
を不要とすることが
子の最善の利益に
資すると判断される
とき

【普通養子】
・規定なし（父母が
同意をすることがで
きない場合は，直系
尊属の同意が必
要。）

【親養子】
以下の場合は同意
不要。
・父母が親権喪失の
宣告を受けた場合
・父母の死亡その他
の事由により同意す
ることができない場
合
・父母が正当な理由
なく同意を拒否する
場合
・父母が自身に責任
のある事由で３年以
上子に対する扶養
義務を履行せず，面
会交流をしていない
場合
・父母が子を虐待又
は遺棄し，その他子
の福祉を著しく害し
た場合

【入養特例法による
養子】
・規定なし（親権喪
失，所在不明等父母
が同意できない場合
は後見人の同意が
必要）

同

意

関

係

・意思表示を継続的
にできない，又は居
所が継続的に知れな
いときは同意不要
・以下の①～⑤の場
合等に家庭裁判所が
同意補充を行う
①子に対する持続的
な著しい義務違反又
は子に対する無関心
＋縁組の不実施が子
に過度の不利益をも
たらす場合
②義務違反が持続的
ではないが，特に重
大で，かつ子を継続
的に父母の保護に委
ねられない場合
③子に対する無関心
＋少年局による同意
補充の可能性の教示
かつ実親家庭での養
育に向けた少年局の
助言＋助言後３か月
以上の期間が経過し
た場合
④特に重い精神病，
知的障害，情緒障害
による子の養育・教
育の継続的不能＋縁
組によらないと子が
家庭で成長できず，
そのことが子の発達
を重大な危険にさら
す場合
⑤婚姻関係にない父
母で，母が単独で親
の配慮を行っている
とき＋縁組を実施し
ないと著しい子の不
利益が発生する場合
→父の同意を補充

同意を要しない場合，
裁判所による同意の
代行

・意思表示すること
ができない場合，父
母による虐待，悪意
の遺棄その他養子
となる者の利益を著
しく害する事由があ
る場合は同意不要

・意思を表示できな
い親，親権を取り上
げられている親の同
意は不要。
・父母が子の健康又
は精神を危うくする
にもかかわらず子に
無関心である場合に
おいて，同意の拒否
が濫用と判断される
ときは同意不要

・意思を表明するこ
とができない場合，
完全に居所が不明
である場合，又は親
権濫用（子に無関心
で，子の健康，安
全，道徳性が損なわ
れている）が明らか
な場合は同意不要
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子の同意

【普通養子】
・成年養子：契約に
よる
・未成年養子：15歳
以上は自ら縁組を行
える（家庭裁判所の
許可は原則として必
要）。

【特別養子】
・規定なし

・子の同意が必要
（法定代理人の承諾
を要する）。
・行為無能力又は14
歳未満の子は法定
代理人が同意。
・子の同意撤回は縁
組成立の裁判言渡
しまで可能。

【単純養子・完全養
子】
・共通して，養子とな
る者が13歳以上の
場合には，本人の同
意が必要（養子縁組
の宣告まで撤回
可）。

・養子となる者が12
歳以上の場合には，
原則として本人の同
意が必要。

【成年養子】
・契約による

【未成年養子】
・養子となる者が12
歳以上の場合には，
原則として本人から
の意見聴取が必要。
・養子となる者が14
歳以上の場合には，
養親となる夫婦との
縁組について本人
の明示の同意が必
要。
・特別型について
は，養子となる者が
14歳以下の場合に
は，法定代理人から
の意見聴取が必要。

・規定なし

・養子となる者が12
歳を超える場合に
は，本人の書面によ
る同意が必要。

【普通養子】
・成年養子：契約に
よる
・未成年養子：養子
となる者が15歳以上
であっても，自ら縁
組をすることはでき
ない。

【親養子】
・養子となる者が13
歳以上の場合には，
法定代理人の同意
を得てされる本人の
承諾が必要。
・養子となる者が13
歳未満の場合には，
法廷代理人の代諾
が必要。

【入養特例法による
養子】
・養子となる者が13
歳以上の場合には，
本人の同意が必要。

匿名性
・規定なし（事実上
不可）

・縁組及び縁組が行
われた事情を明らか
にすることは，公共
の利益のためでなけ
れば，養親となる
者，子の承諾なしに
は開示・詮索されな
い。

・規定なし（ただし，
匿名出産制度あり）

・実親が養親の身元
を知らされず縁組に
同意することができ
る。その場合，手続
における代理人を指
定する。

【未成年養子】
・実親が名を伏せた
ままで養子縁組をす
ることは可能。

・実親は，養子機関
が選ぶ養親候補の
養子縁組にあらかじ
め同意することがで
きる。
・養親候補者は，申
請時に実親に身元
を知られたくない旨
を申し出れば，プラ
イバシーが守られ
る。

・縁組の成立時点
で，実親・養親が相
互に匿名性を保持し
たまま縁組をするこ
とは可能だが，一定
の手続により相手方
の情報を入手するこ
とができる。
・実親は，養親候補
者を指定せずに斡
旋機関に子を移譲
するという形で縁組
に同意することがで
きる。

・規定なし

【普通養子】
・養親の嫡出子たる
身分を取得
・実親との関係も存
続

【特別養子】
・養親の嫡出子たる
身分を取得
・実方との親族関係
は終了

【成年養子】
・養親の血族との親
族関係は生じない。
養親の配偶者と養
子，養子の配偶者と
養親は姻族にならな
い。

【未成年養子】
・夫婦共同縁組，連
れ子養子の場合，夫
婦共同の子という法
的地位を取得し，夫
婦は共同して親の
配慮を行う。
・単身者の養子縁組
の場合，養親となる
者の子という法的地
位を取得し，養親が
親の配慮を行う。
・実方との親族関係
は終了する（連れ子
養子，親族養子の場
合は例外あり）。

【単純養子】
・養親との間に法的
親子関係発生
・実方との親族関係
も存続

【完全養子】
・養親との間に実親
子間と同一の権利
義務発生
・婚姻障害を除き実
方との親族関係終
了

【単純養子】
・養親は親権を付与
される。
・養親との関係は養
子の卑属にまで及
ぶ。
・実方との親族関係
は存続

【完全養子】
・養親は親権を付与
される。
・養方親族において
養子は養親の実子
と同様の法的地位を
与えられる。
・婚姻障害を除き実
方との親族関係は
終了

【成年養子】
・養親と血族関係に
立つ。
・実方との親族関係
は存続

【未成年養子原則
型】
・養親の嫡出子たる
身分を取得
・婚姻障害を除き実
方との親族関係は
終了

【未成年養子特別
型】
・養親は養子に対す
る親権を行使する。
・実方との親族関係
は存続

・法的に養親の実子
として扱われ，嫡出
子たる身分を取得
・実方との親族関係
は終了

・養親との間に，養
親から生まれた子と
同様のあらゆる権利
義務その他の法的
結果が生じる。
・近親姦・婚姻禁止
を除き実方との親族
関係は終了

【普通養子】
・実方との親族関係
は存続

【親養子】
・実方との親族関係
は終了

【入養特例法による
養子】
・実方との親族関係
は終了

【普通養子】
・協議離縁と裁判離
縁がある

【特別養子】
・養親による虐待・
悪意の遺棄その他
養子の利益を著しく
害する事由があり，
かつ，実親が相当の
監護をすることがで
きる場合において，
子の利益のために
特に必要があるとき
は離縁可

・子が未成年の間，
重大な理由から子
の福祉に必要なとき
に，家庭裁判所は職
権に基づいて縁組
関係を廃止すること
ができる。

【単純養子】
・重大な理由（養子
の忘恩，不品行，養
親の不適格性等）に
より正当化される場
合には縁組の撤回
を請求できる。

【完全養子】
・不可（ただし，新た
に養子縁組をするこ
とができる）

【単純養子】
・明文規定なし

【完全養子】
・不可

・規定なし
・不可（ただし，新た
に養子縁組をするこ
とができる）

・規定なし

【普通養子】
・協議離縁，代諾離
縁及び裁判離縁あり

【親養子】
・養親による虐待・
遺棄その他養子の
福祉を著しく害する
場合，養子の養親に
対する破倫行為に
よって養親子関係を
維持できなくなった
場合に裁判離縁可

【入養特例法による
養子】
・親養子と同じ

参考文献
鈴木博人「親子福祉法の比較法的研究Ⅰ－養子法の研究－」37ページ以下（中央大学出版部，2014年）
栗林佳代「フランスの養子縁組制度－養子法の概要と現地調査による実務の実態－」佐賀大学経済論集47巻６号１ページ（2015年）
西希代子「Ⅲ　比較法－フランス法を中心として」戸籍時報731号25ページ（2015年）
椎名規子「親権制限と未成年養子制度における「子の福祉」－イタリアにおける「家族への子の権利」－」民事法の諸問題XⅢ45ページ（専修大学法学研究所，2010年）
田中佑季「韓国における親養子制度と入養特例法の意義－夫婦共同入養要件をもとに－」法学研究91巻２号398ページ（2018年）

離縁の可否

縁組の効果，実方との関係

同

意

関

係


